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地方公共団体は、「地方公共団体の財政の健全化に

関する法律」（以下「健全化法」という。）に基づき、

健全化判断比率及び資金不足比率を算定することと

なっており、健全化判断比率等の各指標は、法令等

に基づき、各地方公共団体が自ら算定することとな

っている。

また、各地方公共団体は算定した財政指標を客観

的に分析し、自らの財政の健全化に活用することが

期待されているところであるが、法律の施行から３

年が経過しており、表面的な算定結果だけではなく、

その数値の中身にも目を向けて深く分析を行うこと

が必要である。

今回それらの問題点、留意すべき事項について示

していくこととするので、今後の財政運営の参考に

していただきたい。

平成２１年度決算に基づく府内市町村（政令市を除

く。以下同じ。）の各健全化判断比率等は次のとおり

となっている。

表１は、府内市町村の都市別、町村別に実質赤字

額がある団体、連結実質赤字額がある団体、実質公

債費比率の加重平均、将来負担比率の加重平均を一

覧にしたものである。府内で実質赤字額がある団体

は、１市１町となっている。また、表２は前年度と

比較して各指標が改善又は悪化した団体数を表して

いる表である。実質赤字比率が前年度と比較して、

改善した団体が３団体、悪化した団体が１団体とな

っている。

２１年度は、普通交付税の増額（府内市町村におけ

る地域雇用創出推進費の増額：７５億７９百万円）や地

域活性化等交付金の交付（府内市町村における３交

付金総額：２９６億２百万円）等により収支が改善さ

れたが、これらは恒久的なものではないことに留意

する必要がある。

表１、２のとおり、府内で連結実質赤字額がある

団体は、５市１町、前年度と比較し改善した団体が

連結実質赤字比率

実質赤字比率はじめに

府内市町村（除く政令市）の
健全化判断比率等の状況について

表１　府内市町村の健全化判断比率の状況

表２　平成２１年度の比率増減状況（平成２０年度対比）
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６団体、悪化した団体が２団体となっている。悪化

した２団体については、病院事業会計において昨年

度より資金不足額が拡大したことによるものである。

また、実際に連結実質赤字額が生じている団体数

は６団体であるが、それ以外の団体についても赤字

を抱えている会計が存在することがわかる。表３は、

連結実質赤字比率を構成する一般会計等、公営事業

会計、公営企業会計の区分での赤字額や団体数を表

したものである。

公営事業会計では、国民健康保険事業会計におい

て赤字額が生じている団体数が２４団体、公営企業会

計の病院事業会計においても多額の赤字を抱えてい

る団体がある。

連結実質赤字比率は、一般会計をはじめ各会計を

連結することで黒字と赤字が相殺され、算定結果に

は赤字額がなく健全性が確保されているように見ら

れるが、構成される各会計を個別に見ていくと、必

ずしもすべてが健全であるとはいえない。

このような団体については、言うまでもないが、

赤字を生じさせている会計の赤字要因を把握し、改

善に向けた取組が必要となってくる。

表１、２のとおり、府内市町村の実質公債費比率

の平均は７.２％で、前年度と比較し０.２ポイント悪化

した。また前年度と比較し、比率が改善した団体は

２２団体、悪化した団体が１７団体となっている。

この比率が１８％以上となった団体は、地方債の発

行に総務大臣又は知事の許可が必要となる許可団体

となる。地方債の許可団体の数は前年から１団体増

加し、４団体となった（表４）。また、実質公債費比

率の段階別団体数の状況は表５のとおりである。

また表４は、実質公債費比率において平成１８年度

までは算入されていなかった、都市計画税を算入し

ない場合の比率も表している。その場合、地方債許

可団体の数は１０団体と増加し、さらに早期健全化基

準超過団体も２団体発生することとなる。

都市計画税が算入されることによって比率上は健

全化したが、実際の収支が改善したわけではないの

で注意が必要である。各市町村においては、こうし

たことを十分認識したうえで、地方債の発行等を計

画的に行い、適切な財政運営を行うことが必要であ

る。

実質公債費比率

表３　府内市町村の連結実質赤字比率の構成要素

表４　府内市町村の実質公債費比率の状況

大阪府総務部市町村課（問い合わせ：０６－６９４４－９１１４）
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将来負担比率は、地方公共団体の一般会計等が将

来負担すべき額を指標化したものであり、その構成

要素としては地方債現在高、債務負担行為に基づく

支出予定額、公営企業債等繰入見込額、退職手当負

担見込額等がある。各市町村においては、どのよう

な要素にどれぐらいの将来負担額があるのかを明ら

かにすることが非常に重要である。

表１、２のとおり、平成２１年度の府内市町村の平

均は７２.９％となり、前年度比で８.７ポイントの改善

となった。また前年度と比較し、比率が改善した団

体は３６団体、悪化した団体は２団体となっている。

また、将来負担比率が３００％を超える団体は前年度

より１団体減少し、２団体となった。ただし、全国

で７団体しかないことも認識する必要がある（表６）。

また、表７は、将来負担比率の構成要素を一覧に

したものである。地方債現在高及び公営企業債等繰

入見込額の合計額が、将来負担額全体の約８割を占

める結果となっている。

将来負担額の大部分を占める地方債現在高及び公

営企業債等繰入見込額をどのように減らしていくか

が、今後の大きな課題である。

適切な財政運営を行うためには、今後の建設事業

の計画、地方債発行の予定、公債費の償還予定など

の状況を勘案しつつ、事業の選択と集中や優先順位

等を明確にし、計画的に地方債等の残高を減らして

いくことが必要である。

また、実質公債費比率と同様、将来負担比率の算

定においても、充当可能財源として都市計画税を算

入することとなっている。健全化法の制度設計の中

で、結果的に都市計画税が特定財源として扱われる

ようになったものであるが、仮に、特定財源として

扱われなかった場合の将来負担比率の状況を表６で

表した。

都市計画税を算入しない場合では、町村では、都

市計画税の収入がない団体が多いため影響が小さく

１７.４ポイントの悪化であるが、都市部では６７.５ポイ

ント、市町村計では６５.４ポイントと大幅に悪化する

こととなる。また、将来負担比率が早期健全化基準

の３５０％を超過する団体は１団体であるが、都市計画

税を算入しない場合は２団体に増加することとなる。

先にも触れたが、これらの団体は都市計画税が算

入されることによって比率上は健全化されたが、実

際の収支が改善したわけではないことを認識する必

要がある。

将来負担比率
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表５　実質公債費比率の段階別団体数の状況

表６　将来負担比率の状況
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資金不足額が生じている公営企業は表８のとおり、

病院事業が５団体である。昨年度は６団体であった

が、１病院は廃院していることや、うち３団体は資

金不足が拡大しており、全体的に悪化している。

ここで注意しなければならないのは、資金不足比

率の算定にあたっては、構造的に資金不足が生じる

事由がある公営企業（下水道事業等）において、将

来解消が見込まれる「解消可能資金不足額」を資金

不足額から控除することとなっている点である。こ

れはあくまでも比率の算定上の取扱いであり、各会

計の決算における資金不足額（主に法適用事業にあ

っては不良債務、法非適事業にあっては繰上充用額）

自体が解消されたものではない。

表９は、解消可能資金不足額により資金不足額が

減少した額及び事業名、団体数を表したものである。

このうち、下水道事業については、資金不足比率が

生じている団体はないが、解消可能資金不足額によ

り、資金不足が解消された団体が１１団体もある。

解消可能資金不足額は、あくまでも算定上の取扱

いであり、将来に向かって計画的に料金収入等を確

保していかなければならないことは当然のことなが

ら、現に資金不足が生じていることを強く意識し、収

支改善を図るための取組に努めることが必要である。

資金不足比率
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表７　将来負担額の内訳

表８　資金不足額がある会計数

表９　解消可能資金不足額
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今回は健全化法における健全化判断比率等の算定

結果だけでは、見えない問題点等について分析を行

った。

健全化法では、普通会計だけではなく、公営企業

や公社、第三セクター等を含めた各団体トータルの

フロー、ストックの両面から見た指標が規定されて

いる。

また、各地方公共団体の財政状況の健全性を分か

りやすくするため、客観的に指標化したものである

が、健全化判断比率等では表面化しない問題点もあ

る。

各市町村におかれては、赤字会計の健全化は当然

のこと、各会計の抱える課題の把握とその改善方策

の検討が非常に重要なものである。

今回のような視点も非常に重要だと考えており、

参考にしていただくとともに、健全な財政運営に努

めていただきたい。

最後に
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